
令和7年度 那須塩原市 NOBASU〜起業等⽀援プログラム〜企画運営事業業務委託 
公募型プロポーザル実施要領 

1 業務概要 
1. 業務名称 

   令和7年度  那須塩原市 NOBASU〜起業等⽀援プログラム〜企画運営事業業務委託 
2. 業務の⽬的及び内容 

仕様書に記載のとおり 
3. 履⾏期間 

契約締結の翌⽇から令和8(2026)年3⽉31⽇(⽕)まで 
4. 提案上限額 

6,996,000円(消費税及び地⽅消費税を含む) 
5. 担当部署及び書類提出先 

那須塩原市企画部企画政策課 
325-8501栃⽊県那須塩原市共墾社108番地2 
電話：0287-62-7106 
E-mail：kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp 

2 参加資格 
 参加者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。 

1. 地⽅⾃治法施⾏令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 
2. ⺠事再⽣法（平成11年法律第225号）の規定による再⽣⼿続開始の申⽴て、会社更⽣

法（平成14年法律第154号）の規定による更⽣⼿続開始の申⽴て、または破産法（平
成16年法律第75号）の規定による破産⼿続き開始の申⽴てが⾏われている者（これら
⼿続開始の決定後、那須塩原市の⼊札参加資格の認定を受けた者を除く。）でないこ
と。 

3. 那須塩原市建設⼯事等指名停⽌基準（平成17年那須塩原市告⽰第143号）の規定によ
る指名停⽌を受けていないこと。 

4. 役員その他経営に実質的に関与している者が那須塩原市暴⼒団排除条例（平成24年条
例第３号）第２条第１号、同条第４号⼜は同条第５号の規定に該当しないものである
こと。 

5. 業務を確実に履⾏できる体制及び同種‧類似業務の履⾏実績を有すること。 
 
 
 
 
 



3 プロポーザルの⽇程 

項⽬ 期⽇ 

事業公募開始 令和7年6⽉10⽇(⽕)午後1時 

参加申請書提出期限 令和7年6⽉20⽇(⾦)正午(必着) 

質疑提出期限 令和7年6⽉20⽇(⾦)正午(必着) 

質疑回答 令和7年6⽉25⽇(⽔) 予定 

企画提案書提出期限 令和7年7⽉2⽇(⽔) 正午(必着) 

参加辞退届提出期限 令和7年7⽉2⽇(⽔) 正午(必着) 

第1次審査(書類審査) 結果通知 令和7年7⽉8⽇(⽕) 正午(予定) 

第2次審査(プレゼンテーション) 令和7年7⽉14⽇(⽉) 

審査結果通知及び公表 令和7年7⽉18⽇(⾦)予定 

 

4 参加⼿続 
1. 参加申請書の提出 

本件に参加する場合は、参加申請書（様式第1号）に必要事項を記⼊し、代表者印を
押印の上、以下のとおり提出すること。なお、参加申請書提出者に対し、資格確認結
果等の通知は⾏わない。ただし、資格要件を満たさないと判断した者については、個
別に通知する。 

a. 提出期限 
令和7年6⽉20⽇(⾦)正午(必着) 

b. 提出書類 
i. 参加申請書（様式第１号）代表者印を押印したもの１部 

ii. 参加資格要件確認書（様式第２号）１部 
c. 提出⽅法 

持参⼜は郵送による。なお、持参する場合は、事前に来庁⽇時を連絡するこ
と。また、郵送の場合は、提出期限に必着とし、書留その他の到達を確認でき
る⽅法に限る。 

d. 提出先 
担当部署及び書類提出先に同じ 
 
 



e. 参加辞退 
参加表明後、都合により辞退する場合には、速やかに辞退届（様式第３号）を
提出すること。なお、辞退届の提出期限は、企画提案書提出期限と同⽇とす
る。 

2. 質疑 
本件に関する質疑がある場合は、質疑書（様式第４号）により受け付ける。 

a. 提出期限 
令和7年6⽉20⽇(⾦)正午(必着) 

b. 提出先 
担当部署及び書類提出先に同じ 

c. 提出⽅法 
電⼦メールに質疑書を添付し送信すること。なお、質疑書を提出した場合は、
電話により到着の確認を⾏うこと。また、電⼦メールの件名は、次のとおりと
すること。ただし、参加者名称は、略称でも可とする。 

件名：NOBASU〜起業等⽀援プログラム〜企画運営事業業務委託：＋送信年⽉
⽇[yyyymmdd]＋（参加者名称） 

【例】株式会社△△△△が令和7年6⽉19⽇に質疑書を送信した場合 
NOBASU〜起業等⽀援プログラム〜企画運営事業業務委託：20250619株式会
社△△△△ 

d. 回答⽅法 
質疑への回答は、参加申請を⾏った全ての者に、回答書を添付した電⼦メール
を送信する。ただし、質問内容により選定の公平性を保てないと判断された場
合は、回答を⾏わないことがある。 

e. 回答予定⽇ 
令和7年6⽉25⽇(⽔) 予定 

3. 企画提案書等の提出 
a. 提出期限 

令和7年7⽉2⽇(⽔) 正午(必着) 
b. 提出書類 

i. 企画提案書表紙(様式第5号) 
ii. 企画提案書(任意様式) 

● 企画提案書は、すべてＡ４サイズ⽚⾯刷りとし、フォントサイズ
は10.5ポイント以上で横書きとする。ただし、図表については、
この限りでない。また、カラーでもモノクロ でも構わない。ペー
ジ番号を付けること。 

● 企画提案書の記述は、職員が補⾜説明を要せず理解できる内容と
すること。 

● 内容は「4.企画提案書の内容」のとおり。 
 



iii. 会社概要書（様式第6号） 
iv. 履⾏実績等（様式第7号） 

履⾏実績等の添付書類については、すべてＡ４サイズ⽚⾯刷りとする。
ただし、図表については、この限りでない。また、カラーでもモノクロ 
でも構わない。ただし、やむを得ずＡ３サイズとする場合は、⽚袖折り
をしてＡ４サイズにあわせること。 

v. 業務実施体制図（様式第8号） 
vi. ⾒積書及び内訳書（任意様式） 

c. 提出部数 
正本１部、副本７部 
 ※正本の企画提案書表紙に代表者印を押印すること。 
 ※添付書類は、企画提案書の正本にのみ添付すること。 

d. 提出⽅法 
正本及び副本は、持参⼜は郵送による。なお、持参する場合は、事前に来庁⽇
時を連絡すること。また、郵送の場合は、提出期限に必着とし、書留その他の
到達を確認できる⽅法に限る。提出書類は電⼦メール等（ファイル転送サービ
スでの送信も可）でも送信すること。ＰＤＦ形式とし、送信後は送達確認の電
話をすること。 

e. 提出先 
担当部署及び書類提出先に同じ 

4. 企画提案書の内容 
企画提案書には、本書及び仕様書を参考に以下の項⽬について記載すること。 

a. 全体企画に関すること 
b. 募集施策に関すること 
c. 研修及び実践プログラムに関すること 
d. 発表会及び交流会に関すること 
e. 効果検証に関すること 
f. 情報発信に関すること 
g. 提案業務に関すること 

5 評価⽅法等 
1. 評価基準 

別表「評価基準」のとおり。 
2. 評価⽅法 

a. 1次審査(書類審査) 
i. 提出された企画提案書等について、参加資格の確認及び別に定める評価

基準により企画政策課職員が審査を⾏う。 
ii. 1次審査の結果、参加資格があると認められた者のうち、点数が上位5者

を2次審査(プレゼンテーション)参加者とする。企画提案書等の提出が5
者以内の場合は参加資格の確認のみを⾏う。 



iii. 1次審査の結果は、令和7年7⽉8⽇(⽕)* までに電⼦メールにより通知す
る。 
※予定 

b. 2次審査(プレゼンテーション) 
企画提案書等に基づくプレゼンテーションを実施する。 
審査は、令和7年度 NOBASU〜起業等⽀援プログラム〜企画運営事業業務委託 
公募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）において実施
する。 

i. 開催⽇ 
令和7年7⽉14⽇(⽉) 

   詳細については、1次審査結果の通知に合わせて通知する。 
ii. 開催場所 

那須塩原市役所本庁舎 303会議室 
iii. プレゼンテーション時間 

提案者ごとの時間は、25分（プレゼンテーション15分、質疑応答10分）
とする。準備に要する時間は、別途確保する。 

iv. 参加⼈数 
● 参加⼈数は、3⼈以内とする。本業務において予定している主担

当者は、必ず会場にて参加すること。 
● オンラインによる参加は可能とするが、参加⼿段については提案

者が⽤意すること。 
v. 留意事項 

● 発表の順番等については、提案者と協議することなく、市が決定
する。 

● プレゼンテーションは企画提案書を基に⾏うこと。 
● 企画提案書の内容をプレゼンテーション⽤に再構成することは可

とするが、企画提案書と異なる内容の提案は、評価対象外とす
る。なお、新たに資料を配布する場合は、8部⽤意すること。 

● プレゼンテーションに当たり、市が⽤意するスクリーンを使⽤す
ることができる。その他、プレゼンテーションに必要なものは、
提案者が⽤意すること。 

● プレゼンテーションは⾮公開とする。 
c. 契約候補者の選定 

i. 選定委員が採点した合計得点を集計し、最も得点が⾼い者を契約候補者
として選定する。 

ii. 最⾼得点者が複数いる場合は、その中で⾒積額が⼀番低いものを選定す
る。 

iii. 選定委員会は⾮公開とし、審査内容に係る質問や異議は⼀切受け付けな
い。 

 



iv. 審査の結果は、令和7年7⽉18⽇(⾦)*までに⽂書により通知する。通知
の⽅法は、郵送及び電⼦メールとする。 
※予定 

6 契約の締結 
 契約候補者の選定後、被選定者と仕様書及び企画提案書の内容により提出された⾒積書記
載額で契約を⾏う。ただし、選定後契約締結前に契約内容について協議を⾏うことがある。
協議の結果、契約に⾄らなかったときは、審査において次順位であった者を新たに契約候補
者とし、協議を⾏う。 

7 その他 
1. 企画提案書の提出後、提案者が参加資格に該当しなくなったとき、提出した書類に虚

偽の記載があったとき、その他本実施要領等に違反したときは、当該提案者の提案は
無効とする。 

2. 企画提案に係る⼀切の費⽤は、提案者の負担とする。 
3. 提出された資料は、返却しない。 
4. 審査⽅法、審査内容及び審査結果に対する異議は、⼀切認めない。 
5. 企画提案書の記載内容は、本業務における実施業務を提案者が提⽰したものとする。 
6. 本プロポーザルは、随意契約の優先交渉者を選定するものであり、契約の締結を担保

するものではない。 
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